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行 政 視 察 報 告 書

令和 6年 5月 31日

長浜市議会議長 様

長浜市議会議員   中 川

私が出席 した次の行政視察の結果について報告 します。

1.視察等名  令和 6年度 議会運営委員会 行政視察研修

2.視察期間  令和 6年 5月 20日 (月 )～  5月 21日 (火 )

3.視察場所及び 目的

① 長野県伊那市   (5/20 13:30～ 15:30)

議会改革の取組みについて、オンライン委員会の整備等について

② 長野県駒ケ根市  (5/21 9:30～ 11:30)

議会改革 。議会機能向上推進萎員会の取組みについて、事業評価に

ついて、基本条例の「評価・検証」について

4.調査内容感想等

・視察の目
―
的

① 長浜市議会での議会改革務′推離す るに当た り、塀1在t現市議会 イダllの

記

の しを進 い 25 9 の の

`内 イこつい で とな めてしまヽ

の変化に伴しヽ新 な改革に向けた項 目の条文消加等 モ)求 められていますA伊

那市議会 (人 約 FⅢ6 000 人、 雨 結 6679R帝めて` tま 「オンライン券 昌会 Iの

イま ん の へ の

れているこ か ら、参考に資するた 察調査を行おうとしたヰぅのです∩

へ の と 口 32 000

「 △ 「

への取組み 当 っての課額や闇顕 こつ いて 爾 イこ「女性議 のレヒ率 |が

全 国 V均 18%ψでふ /、 ι ギ、 わ 六ず 38.30/0 矛 占 めてヤヽる導 F大¬
府
挙 tこψつヤヽ

~「
  岳

細 漁 に余 砦 に答 十 るた め 、行政祝察逓市議 会 の 今 終 の

長 浜 市 議 会

行 お つ と したヰiの
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ですハ

・視察の内容

∩ 伊羽【市議会

○ 「オ ンライ ン委 会」の経過等について

令和元年 12月 に発生が 確 認 さ た新型 コロナ ウイルス感染症のまん

ア
」 として でオン ン

のの 2 としてオン ン

ル ー 正 こついて

があつたぉ

オ ン ラ イ ン 会 議 の 種 用 ケこついては 開催 場所 へ の 参 集 が 困 難 と半|1断 ぷ

,■  ス ↓涯圭ィ合、1 トス 遣、の 不 示 n ★ 合 .赤 昌仝 と せ、 閣 催 握 訴 べ 突 任 し

会議 を開催す ることが基本事項 として検討が進 められた∩

令
(不
日2年 4月 30日 及び同年 7 16日 の総務省 自治行政局行政課長

通知 を赤考に、渾用に向けて「出席 J「委員会の運営 |「公開とイ芝方聴 |

「表決 |「情報セキュ リテ /対策 |「 事録 J「執行部の対応 1等、コロナ

ウイルス感染症対策に関わ らず、オンライン会議の運用が可能 となるよ

う市議会委 員会条例の改正、会議 Jの改正、オンライン委 員会開催要

綱の制定が行われたn(令和 3年 3 19日 定例会へ議案提出)

その後、デジタル手続法により、行政機関への申請や行政機関が行 う

処分通知等は、オンラ/ンによ り行 うことが可能とされたが、一方で地

方議会はデジタル手続法に規定す る「行政機 関Jの枠か ら除かれている

ため、地方議会か ら国会に対す る責見書の提出などは、オンラインでは

行 えなかった∩

その後、地方制度調査会答 申と 自治法の改正により「議会に係る

手続 きは、一括 してオンライ ンによることを可能 とすべきであるとされ

た | また 「政府は、令和 5年 3月 3日 、議会に係 る手続 きのオンライ

ンな どを内容 とす る『 地方 自治法の一部を改正す る法律案』を第 2m回

通常国会で提出 |が されたハ

長 浜 市 議 会



( N03 )

その後、令和 6 年 1月 19日 及び同 日の総務省 自 政局長通知及び

同局行政課長通知を参考に、また全国市議会議長会企画議事部通知及び

全 国 市 議 会 恙 辱 全 仝 阜 稲 紬 卜 r〕 伍 店 粕 ★ 白洛 注 Fズァ下 イこ柱 ち煙「ノヽ 茶H 5

準市議会会議規則、標準市議会委員会条例の一部改正についてJを参考

に して、「伊那市議会会議規則の一 己交正 |〔
「伊那市議会黍員会条例の

―都改正 |について、令和 6年 3月 庁例会に議案を提 出され、今 日に至

つています a

過去のオンラインを活用 した会

「協議叉イま調 整 を行 うための場 1

☆令和 4年 1月 25日  経済 参員会協議会

☆今 禾日4年 7月 26日  ICT 参 昌会

☆令 禾日4年 12月 5日  政 策

O「市民皆さんの 会へ の家画 な ど |について

中高校生 ( も含む)と の意見交換会を令和元年 か ら継続 して

実施 されています∩コロナ禍であって も市内の中学生 とオンライン開催

で意見交換を し、高校生にあっては議会傍聴(定 会一般質問)や、

議場での生徒による取組み発表 と意見交換会、更にはグループ懇談 (生

2～3 ～ 4 ヤ｀ 「この の い 「 に

者の力を取 り入れるには |「その他生徒か ら要望 したい こと |な どの意

い した へ の へ の イこ

げておられます。各高校 モ)こ の取組みには協力的であり、メンバエ も学

校側から推薦 して ぅヽらっているとのことです。

。 「政策サイクルの運用と市民サポーター制度の導入」については、市

民参加の機会増 と議会機能の強化 とい う視点で、調査や研究を令和 6

年度から実施 されています∩市民参加の機会増強では、政策サポーター

を導入し、今年 4 からはテーマを示してメンバエ を開始され、タ

イミング良く明日とこι土、15 え を参 H属す るとの とです 券円属謝来11ヰ 図ゝ書

券の様なもので、『 まずはやつてみよう』 との感覚で されます∩

議 会機能の強化 としては、所管事務調査のガイ ドラ

長 浜 市 議 会

イン策定→政策サ
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イ ク ル の 童 入→世 笛操 言 ル、砕 |;'凸
ヒ
を路み冷が あ准 めてしヽ大 セ ,ヽ′ の こ >

で したぉまた、常任委 員会では、 手法 として 「市民 と議会 との煮

見交換会 (地 区別)|、 「市民音 界1等聴取 として政策サポーターの招聘、参

考人招致、公聴会開催、アンケー 卜、パブ リ
・
ックコメン ト、分野別煮 見

交換会 |を予定 されていますハ「桁 ・研修 を実施、執行部か らの説明や

管疑、委 員間討議 |については サイクル を定め進めてい くとのことで

‐

,~ぉ

○ 「伊那市議会 |の感想

議会改革への取組みに関 して

`ま

若 い世代の声を重視 し、議会への関心

をアップさせ、色々な意見や提案を出してもらお うする思いが素晴 らしい

と感 じま したぉまた、市のまちづ くりに向けて課題 となっている項 目を抽

出 し、市民参加でサポータ∵ として、議会への提言等に )ヽ関わって )ヽら う

とされ、最初か らあま り難 しく考 えずに、『まずやうてみよう』とする行動

力には見習うべき点ヰぅ多く感じまし

② 駒ケ根市議会

○ 「議会機能 向上推進委 員会 |について

具体的な運営方法は、「協議 又は を行 うための場 Jの一つであ り、

基 の

立案の推進』を所掌事項 とし、条例改正をはじめ、議会全般の改革や機

能向上に関 し、協議・オ食討 を行 っておられます。委員は議会運営委員と

初当選議員の代表者で構成し、通常イま同縫 委員会で協議した内容を議

会運営委 員会に提案 し、最終的には全員協議会などを経て決定 していく

と さ て まヽ

○ 「事業評価への取組みでの誤是買や 題点Jについて

総合計画 との整合性に着 した での評価や、市の施策の日標設定に

姑す る達成進捗状況の評価絵証 務″行いt議会 として執行機関側へ晃言を

行 うことを 目的に実施 されています。令和 3年度からは事業評価シー ト

を作成 して総合評価や今後の方向 な どについて、よ り具体的な要望・

長 浜 市 議 会
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提言を行 つてお られますぉ しか し、現在は一旦休上をし、見直しを図る

中で予算の事前検証 。決算の事後検証に向けた、施策の現在時点(現状 。

課題・方向性等)を横断的に把握し、必要に応 じて要望・提言が出来るよ

う、常任委員会での姑話機会を増やすことを重点に置いた活動 を展開 し

て行こうとされてヤヽ支 す ^

○「議会基本条例」のイ食証 。今後の強化点について

各 築す の 内 ハ・や 油′
= で の 議 会 活 重ナlが条 す 白的 狩桂 耐 しているか ガの

うかなどについて、評イ汗F・ 給許を行ってお られます∩ 4 年庁以降は、

検証結果に基づき、明確になった課題 (議員間討議の活性化、ICT活用な

ど)の解決 を図るべく、議員研修の充
~美
やク‐ルダウンミーテイ ン グ(※ )

の取組みなどを実践されています。

Y名 々 テfヽ 辞ユ踊 絋 ンと,
‐キ ギ ,十 お つ て 盈 よ 島 ,‖ としヽ ち由 ι―十て o

『
>

で。・意見交換による

り)を実践す ることを煮とされていますa

O「こども未来会議(中学生議会)」 のスキームや コンセプ ト、成果、工夫、

苦労点、課題 について

ゝ づ へ の い

代の視点で市のまちづくりについて考える機会を しよ うとt令不日3

年度に中学校 2 とコラボ されま した∩具体的には 「 んな駒ケ根 に

したいJをメインテーマにく7グループ(ま ちづくり・イベ ン ト)、 (福祉 。

多様性)、 (環境 )、 (農業)tl(観光)〔 (教育)、 (文化・スポ‐ ツ)に分 かれ 、

議員が各グループの講師となり、ワークショップなど4.回の事前学習 を

通 じ、生徒 とともにアイディアを検討の後、最終的 Iこ

`ま

議場イこおいて 2

年生全員が提案 う予定でありましたが、コロナ禍の影響を受 け結果

的には、代表生徒がオンライ ンにより市に対 して要望や煮 見を晃案す る

形 とな りま した。

メリット(成 資義 )につ いては、☆ ア ンケー トか ら目的は十分達成

できたこと。 ☆ 員間では形式等での検討 の意見 もあ りま したが、全

体的には肯定的な責 見・感想が多く、継続的な実施に

長 浜 市 議 会

向きで した∩ 妾
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地域課題 を調べ、解決策を議論 成する民主主義の基本を体験 さ

せる良い機会となりました∩令和3 年度は議会主体での内容 となりまし

たが、今後は市長都局や教育委 員会 とより連携 しく市全体で取組むこと

に意義があると考えていますぉ

デメリット(課題)については、★日程調整・提案内容のチェックなど、

学校現場での教員の負担が大きいこと。★令和 3年度は中学生議員から

の提案を市長が講評するに留める 容でありましたが、一般質問形式で

生 綜 Iナ‐担 △  _理 の 筆 ハ と 障司〕隧ilア 菅 F_に 1 言日敷  猿 企 圭 汁 諦の の な ガ

市職員の負担が大きいことモぅ感 じられました。

学校現場での負担が大きいなど、継続することは困難 と考え、令和 5

年度に部会の設置 (ワクワク夫 菜 執 )に至り、今年度はm元高校滋のコ

ラボ企画を中心に展開 してい く予 です。

O「女性議 員の比率
府
奉 | について

高 くなった要 因や議会 に お け る ヒについては、直接 的な要因は不 明

との とで、 次に揚 tザ る絡渦や政 があつたとのことですハ

☆ 令和 5年の統二地方撰基前年 に市男女共同家画に係 る計画の改訂

があり、当時の女 員で設立 した「女性議 員連昭 |と 担当課において、

計画内容を検討する機会が設けられたことです。その中で比率 目標値を

50%(最終年度 :令 8年度)に設定 し、全員協議会においても全議員が納

得 し 教 槽 で計 面 のコ
L交訂 に至 ったことで十 ^

☆ 駒ケ根市だけでな く、女〕
l牛議 による広城淳携 の取組み 幸ぅ進 めて

お り、現在では伊那谷 にある 3市議会の女性議 員でお互いに情報交換を

しながら、視 強会を行っているとのことです∩

○ 「駒ケ根市議会 |の感想

議会改革の推進に当たつて一番重視しなければならないことが、市民皆

様 ル の 情 孝母士 右 ,′ 市民家加椎進 の向上 です^市醍 》 》 に歩オr議会が求め

られ、議員活動に対 して岸ゝF業日心 を持 って ぅヽらえ、ひいては成 り手不犀とい

った状況 には陥 らない が 大 切 だ と考 えますハど′

駒 ケ相 市議 会 ,土 ヽ の点 ↓こついて しっか り政糸日み

長 浜 市 議 会

が 澄 されているように
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があ り、目的 とし

て「『議会だより』が市 民 の 皆 さんとの 結 つき花よりび め 市 民音 耳̀を議

会報編集や議 辰抑失 | とされ 、 ま た 内容 とし ι―主「ア ン ケ や― ト

モニター会議 を通 じて、議会報編集や議会活動全般 について拝 言 | とあ り

ますnモニター人 lェと、一 庁 の地 名ずつ とされ、令 イ本で 17 嘉 と区 に 1 し 、

議員選出と一般公募とされています。委員会等への傍聴もされ、議会だよ

りの中で市民森力日の紙 而 づ く や 広幸駐モ ター の声 を 十ゝ と と イ、イこ 市り

の め ら ていま つ た づ り

められていることが 特 こ臣日象 に残 りま したハ

・行政視察の結果を本市にどのように反映させるか

長浜市議会基本条 が待II定 されて以降、 10年以上が し、制定当時 と比

べて社会を取巻 く 幸ゝ大きく変わってきています。人口が減少 し、少子高齢

化により市内各地においてヰ)、 住民自治の概aが薄れ、今 日では 自治会運営に

おける役員の成 り手 ヰゝ支障があるようです。こ うした状況 か ら そ、市民の

代弁者 として議 員・議 会 の イま 今後、面に大 き くなってし符 害|| 支ヽ す ^

の 口 イま の で ま ま が

の え て の り 足

けてヰぅしっか り取 り糸日ん で お られ ま す ハ

特に駒ケ根市議会でι童、輩 Jl牛 議 昌の比率 向上 に向けて 、「 幸侵ヨ子広 ター

の渓 出に当た り、 市 民力易 く 出されてお られ、まち選 づ く りへの女性 の感

性 を活かす と共にて将来カミ著謹しみのようで した|

また、伊那 で 賦議会・巳隻菫 向 Iす て、あま り深 く考えイこ ず 『 ま ず 、 や っ

てみ よ う創 との思いか ら
~美

隣 されていますハ

今回の視察では、 惜 にあつ また将来 を 見据 えての議会己隻革 を積極

で ことから の が

容や頂いた資料 を チ ェ ック し での議論 マぅ含 め、 民 と と 辛ゝ イこ九床すF亭岳議 会 内

に 大 い イこ赤考 に したい≧考えています∩会づ くり(議会改革 )

長 浜 市 議 会




